
　就職や退職などで国民健康保険（国保）の脱退
や加入をするときは届け出が必要です。下表の必
要な物を用意して、市役所２階21番窓口か各支所
に届け出てください。３月31日㈰と４月７日㈰は
市役所で臨時窓口を開設しています。
● 郵送手続きもできます
　届け出様式は本市ホームページから
ダウンロードするか、希望者には自宅
へ郵送します。社会保険などから国保

　市有施設に企業名などを付けるネーミングライツスポ
ンサーを下表のとおり決定しました。ネーミングライツ
料は、施設の管理運営などに活用。詳しくは本市ホーム
ページをご覧ください。
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臨時窓口 取り扱い業務

市民課
☎０２７‐８９８‐６１０６

住所異動・戸籍（※１）・印鑑登
録申請・国民年金資格届の受け
付け、住民票の写し・印鑑登録
証明書・戸籍謄抄本などの交付・
マイナンバーカードの交付（本
庁舎での受取分に限る）など

国民健康保険課
☎０２７‐８９８‐６２５０

国民健康保険証の再交付手続き、
国民健康保険資格・高額療養費
支給申請・減額認定証交付申請
などの受け付け、後期高齢者医
療の届け出、保険料納付の手続
き、子ども医療費などの福祉医
療費の支給申請の受け付けなど

こども支援課
（市役所２階児童手当窓口）
☎０２７‐２２４‐１１１１
（内線3277）

児童手当・児童扶養手当受給申
請の受け付けなど

学務管理課
（４月７日㈰のみ開設）
☎０２７‐８９８‐５８１２

小中学校の転校手続きなど
（※２）

※１　�他市町村に確認が必要な届書は、預かりのみとなる場合があります。
※２　学校へは月曜日以降に書類を提出してください。

ネーミングライツ導入施設　問 スポーツ課　 ☎０２７‐８９８‐５８３２

施設名 愛称 スポンサー ネーミング
ライツ料

契約
期間

王山運動場 Fuji�Language�School
王山運動場 ＦＬＳ

各22万円 ３年
前橋総合運動
公園テニス
コート

株式会社ピーエムシー
前橋総合運動公園
テニスコート

ピーエムシー

※ネーミングライツ料は年額・税込みの金額です。

国民健康保険の届け出

手続き 届け出が必要な例
必要な物

証明書など 本人確認書類

国保に加入 職場の健康保険をやめたときや
扶養家族でなくなったとき 社会保険離脱証明書※１

運転免許証、マイナンバーカード
など国保を脱退※２ 職場の健康保険に入ったときや

扶養家族になったとき
新たに加入した社会保険などの
健康保険証（資格取得証明書）、
国民健康保険証※３

学生の特例 修学のため、本市の親元を離れ、
他の市区町村に転出したとき

在学証明書か学生証の写し、国
民健康保険証※３

※１　�退職日などの翌日以後で社会保険離脱証明書が元勤務先から発行される前に国民健康保険の加入手続きをする場合は、届け出の際に市役所から元勤務先に
電話連絡をして、社会保険などの資格喪失日などを確認します。電話で確認できない場合は、手続きができません。あらかじめ元勤務先と連絡可能な時間
を調整して来庁してください。

※２　国民健康保険を脱退する手続きはスマホでの電子申請も可能です。
※３　国民健康保険証を紛失などで持参ができない場合は不要です。

ネーミングライツスポンサーが決定
市有施設が４月１日から新愛称に
問 財政課　 ☎０２７‐８９８‐６５４２

　エネルギー・食料品価格などの物価
高騰対策として臨時給付金を支給。申
請締め切りは３月31日㈰（当日消印有
効）です。未申請の人は本市ホームページをご覧
ください。

対�昨年12月１日時点で本市に住民登録があり、世
帯全員が本年度住民税非課税の世帯（住民税課税
者の被扶養者のみの世帯は除く）
給付金額＝１世帯当たり７万円

へ加入する場合は、社会保険離脱証明書などを用
意してください。郵送による加入手続きの場合
は、後日保険証を郵送します。
● 脱退はスマホで
　国保を脱退する人全員分の社会保険証を撮影し、
必要事項を入力して社会保険証の画像
データとともに送信してください。

非課税世帯
給付金の申請は３月末まで

郵送やスマホでも手続き可
国保の届け出を忘れずに

問 社会福祉課　 ☎０２７‐８９８‐１１９２

問 国民健康保険課　 ☎０２７‐８９８‐６２５０

王山運動場

前橋総合運動公園テニスコート
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